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(
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理

課)

…
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規

則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
五
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
是
川
団
地
の
項
中

｢

二
百
五
十
七
戸｣

を

｢

二
百
八
戸｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
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森
県
告
示
第
七
百
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

き
ど
ク
リ
ニ
ッ
ク

雪
田
内
科
小
児
科
医
院

八
戸
市
白
銀
三
丁
目
六
の
一

青
森
市
佃
二
丁
目
三
の
二
八

平
成
��

･

�･

��

�	･

�･

��

�
�
�
�
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青
森
県
告
示
第
七
百
十
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
十
一
号

平
成
五
年
十
二
月
八
日
青
森
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号

(

青
森
県
民
生
委
員
の
定
数)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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亀
田
内
科
医
院

古
舘
歯
科
診
療
所

十
和
田
市
稲
生
町
八
の
二
八

十
和
田
市
稲
生
町
一
五
の
二
七

〃〃

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

医
療
法
人
啓
友
会
き
ど
ク

リ
ニ
ッ
ク

小
松
ケ
丘
歯
科
医
院

ひ
ま
わ
り
薬
局
城
東
店

み
は
な
薬
局

佐
々
木
歯
科
医
院

あ
い
薬
局
市
民
病
院
前

第
２
久
保
田
歯
科

カ
ド
薬
局
く
ぐ
り
ざ
か
店

み
ん
な
野
薬
局

八
戸
市
白
銀
三
丁
目
六
の
一

上
北
郡
六
戸
町
小
松
ケ
丘
三
丁
目
七
七
の
一

〇
七
六

弘
前
市
大
字
福
村
字
新
舘
添
一
四
の
二

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
二
〇
の
二
一

青
森
市
久
須
志
一
丁
目
一
三
の
一
九

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
前
一
二
の
一

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地
八
六
の
一

青
森
市
大
字
久
栗
坂
字
山
辺
八
九
の
一
四

十
和
田
市
西
三
番
町
一
の
二
八
の
四

平
成
��･

�･

�

��･

�･

��

��･

��･

�

〃��･

��･

�

��･

��･

��

��･
��･

��

��･
��･
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〃

市

町

村

名

民

生

委

員

の

定

数

青
森
市

五
九
九
人

弘
前
市

三
六
一
人

八
戸
市

四
九
〇
人

黒
石
市

九
七
人

五
所
川
原
市

一
一
二
人

十
和
田
市

一
二
六
人

三
沢
市

九
三
人

む
つ
市

一
〇
四
人

平
内
町

四
五
人

蟹
田
町

一
六
人

今
別
町

一
八
人

�
田
村

一
一
人

平
舘
村

一
〇
人

三
	
村

一
三
人

鰺
ケ
沢
町

六
〇
人

木
造
町

六
一
人

� �
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深
浦
町

三
一
人

森
田
村

一
七
人

岩
崎
村

一
三
人

柏
村

一
四
人

稲
垣
村

一
七
人

車
力
村

一
九
人

岩
木
町

三
一
人

相
馬
村

一
四
人

西
目
屋
村

九
人

藤
崎
町

二
三
人

大
鰐
町

四
〇
人

尾
上
町

二
六
人

浪
岡
町

五
四
人

平
賀
町

五
五
人

常
盤
村

一
八
人

田
舎
館
村

二
六
人

碇
ケ
関
村

一
四
人

板
柳
町

四
六
人

金
木
町

三
七
人

中
里
町

三
七
人

鶴
田
町

四
五
人

市
浦
村

一
五
人

小
泊
村

一
五
人

野
辺
地
町

四
四
人

七
戸
町

三
四
人

百
石
町

二
二
人

十
和
田
湖
町

二
二
人

六
戸
町

二
八
人

横
浜
町

二
一
人

上
北
町

二
五
人

東
北
町

二
六
人

下
田
町

三
三
人

天
間
林
村

二
二
人

六
ケ
所
村

三
四
人

川
内
町

二
五
人

大
畑
町

二
九
人

� �
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青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
十
三
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年
十
一
月
二
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の

概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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大
間
町

一
七
人

東
通
村

二
六
人

風
間
浦
村

一
二
人

佐
井
村

一
四
人

脇
野
沢
村

一
一
人

三
戸
町

四
五
人

五
戸
町

五
六
人

田
子
町

二
四
人

名
川
町

二
八
人

南
部
町

二
〇
人

階
上
町

三
四
人

福
地
村

二
〇
人

南
郷
村

二
〇
人

新
郷
村

一
二
人

計

三
、
五
三
六
人

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

村
上
病
院

青
森
市
青
柳
二
丁
目
五
の
一
七

平
成
十
九
年
十
月
五
日

� �

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

日
和
産
業
株
式
会
社
八

戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24－
９

同
左

ト
キ
ワ
印
配
合
飼
料

ト
キ
ワ
幼
雛
Ａ
Ｐ

16.10
25.7

5.1
1.16

0.76
2.1

5.8
―

―
―

―
3,000

11.6
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青
森
県
告
示
第
七
百
十
四
号

森
林
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号)

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
六
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	
� �� 第2412号�

皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

(
ヘ
ク
タ
ー
ル)

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

五
〇
一
・
八
二

岩
木
川
下
流

〃

六
八
・
九
三

岩
木
川
上
流

〃

一
、
〇
七
二
・
九
七

平
川

〃

五
六
三
・
七
八

浅
瀬
石
川

〃

六
八
一
・
四
三

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

二
五
七
・
七
六

青
森
地
区

〃

六
〇
九
・
八
七

下
北
東
部

〃

五
九
・
九
七

下
北
西
部

〃

六
一
・
九
五

上
北
地
区

〃

六
〇
・
二
四

七
戸
川

〃

五
八
一
・
四
五

奥
入
瀬
川

〃

七
一
八
・
二
九

馬
淵
川
下
流

〃

九
四
五
・
三
〇

新
井
田
川

〃

一
五
二
・
五
八

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
六
五
・
八
〇

岩
木
川
下
流

〃

三
〇
五
・
四
四

岩
木
川
上
流

〃

七
・
四
〇

平
川

〃

四
〇
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

一
〇
六
・
三
四

� �
ノ
ー
サ
ン
印
子
豚
育
成
用
配

合
飼
料

ス
パ
ー
ト
Ｇ

16.10
17.4

3.7
0.77

0.53
2.7

4.3
―

―
―

77.0
―

13.4

ニ
チ
ワ
印
成
鶏
飼
育
用
配
合

飼
料
ハ
イ
ニ
ュ
ー
ス
タ
ー

16.11
18.2

4.6
3.72

0.49
2.5

11.4
―

―
―

―
2,870

12.1

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育

後
期
用
配
合
飼
料

ニ
チ
ワ
仕
上

16.11
17.6

7.2
0.89

0.54
2.3

4.5
―

―
―

―
3,180

13.1

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育

後
期
用
配
合
飼
料

パ
ワ
ー
ゴ
ー
ル
Ｎ
Ｙ

16.11
18.6

7.1
0.97

0.60
2.6

4.9
―

―
―

―
3,250

13.0

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡
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今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
三
三

青
森
地
区

〃

一
四
二
・
三
三

下
北
東
部

〃

一
四
九
・
五
二

下
北
西
部

〃

二
二
・
四
四

上
北
地
区

〃

七
五
・
七
六

七
戸
川

〃

一
・
一
四

奥
入
瀬
川

〃

九
五
・
九
〇

馬
淵
川
下
流

〃

九
七
・
三
五

新
井
田
川

〃

〇
・
一
八

西
津
軽
郡
木
造
町

飛
砂
防
備
保
安
林

六
・
一
四

北
津
軽
郡
市
浦
村

〃

六
・
二
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

二
二
・
二
〇

む
つ
市

〃

〇
・
二
二

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
二
〇

〃

六
ケ
所
村

〃

一
一
・
〇
六

〃

横
浜
町

〃

一
一
・
五
〇

三
沢
市

〃

一
一
・
一
六

上
北
郡
百
石
町

〃

四
・
八
〇

八
戸
市

〃

二
・
六
六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
五
六

〃

深
浦
町

〃

二
・
二
八

〃

岩
崎
村

〃

〇
・
六
〇

〃

森
田
村

〃

〇
・
八
〇

〃

車
力
村

〃

六
九
・
二
〇

〃

木
造
町

〃

五
三
・
七
一

五
所
川
原
市

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
市
浦
村

〃

一
五
・
七
〇

〃

鶴
田
町

〃

二
・
五
〇

〃

金
木
町

〃

〇
・
三
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
八
〇

む
つ
市

〃

四
・
二
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

〃

六
ケ
所
村

〃

三
二
・
八
〇

〃

横
浜
町

〃

八
・
三
〇

〃

七
戸
町

〃

〇
・
六
六

� �



� �

青
森
県
告
示
第
七
百
十
五
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
十
一
月
二
十
二
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
川
内
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
川
内
町
大
字
桧
川
字
稲
沢
二
九
五
番
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

Ⅰ
の
区
域

測
量
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(
平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用

い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑩
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及

青 森 県 報�������	
� �� 第2412号�

〃

上
北
町

〃

〇
・
六
〇

三
沢
市

〃

四
・
七
〇

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

上
北
郡
百
石
町

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
中
里
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

青
森
市

〃

一
・
七
六

東
津
軽
郡
三
�
村

〃

〇
・
〇
八

〃

平
内
町

〃

〇
・
九
〇

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

〃

川
内
町

〃

二
五
・
九
四

〃

脇
野
沢
村

〃

四
・
九
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
八

〃

七
戸
町

〃

二
・
八
〇

十
和
田
市

〃

〇
・
〇
〇

三
沢
市

〃

三
・
二
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
八
・
二
八

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
九
四

〃

三
戸
町

〃

九
・
三
二

〃

福
地
村

〃

八
・
七
五

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
五
・
六
二

南
部
地
区

〃

八
八
・
八
八

� �
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び
①
の
地
点
と
⑩
の
地
点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
○
・
四

一
○
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
五
六
・
一
四
八
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
○
九
八
○
・
三
四
二
七

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
五
五
・
六
一
七
八

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
○
九
八
○
・
九
四
一
七

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
五
五
・
一
九
一
○

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
○
九
八
○
・
五
六
三
九

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
二
三
・
○
四
四
九

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
一
六
・
八
八
○
二

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
二
二
・
九
五
三
五

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
一
六
・
七
九
九
四

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
二
一
・
九
五
四
○

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
一
七
・
九
二
八
六

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
一
五
・
五
八
三
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
一
二
・
二
八
九
四

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
一
五
・
一
二
四
六

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
一
二
・
八
○
七
六

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
一
四
・
五
二
五
六

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
一
二
・
二
七
七
三

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
四
八
・
六
六
○
二

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
○
九
七
三
・
七
一
四
六

Ⅱ
の
区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用

い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
⑪
の
地
点
か
ら
⑱
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及

び
⑪
の
地
点
と
⑱
の
地
点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
○
・
四

一
○
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
四
二
・
七
○
八
二

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
五
六
・
九
六
三
二

⑫
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
四
二
・
三
七
六
八

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
五
七
・
三
三
七
六

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
四
二
・
八
三
八
八

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
五
七
・
七
四
六
五

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
○
○
・
六
八
四
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
一
○
五
・
三
六
九
六

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
○
○
・
二
二
二
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
一
○
四
・
九
六
○
六

⑯
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
九
八
・
九
六
三
○

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
一
○
六
・
三
八
三
三

⑰
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
○
六
・
四
五
○
九

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
一
一
三
・
○
一
一
四

⑱
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
五
○
・
一
九
六
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
六
三
・
五
九
一
二

３

面
積

Ⅰ
の
区
域

四
七
九
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル

Ⅱ
の
区
域

六
二
○
・
七
六
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

一
、
一
○
○
・
七
一
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

下
北
郡
川
内
町
大
字
桧
川
字
稲
沢
二
九
五
番
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用

い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
⑲
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及

び
⑲
の
地
点
と
�
の
地
点
と
を
結
ぶ
直
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

⑲
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
五
五
・
○
八
三
○

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
○
九
五
九
・
三
六
七
六

⑳
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
六
三
・
一
三
三
四

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
五
五
・
○
一
○
六

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
六
○
六
・
五
二
九
七

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
一
一
八
・
九
五
七
三

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
三
四
・
四
五
六
二

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
五
五
・
一
六
○
○
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�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
四
六
八
・
六
七
五
六

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
三
二
・
八
四
九
九

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
四
七
一
・
九
九
六
八

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
一
○
二
三
・
○
五
七
五

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
○
九
・
二
八
六
六

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
○
九
八
○
・
九
三
○
二

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
三
一
五
二
四
・
二
六
二
四

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
○
九
九
四
・
一
八
六
三

３

面
積

一
四
、
○
五
一
・
○
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
・
セ
ラ
東
バ
イ
パ
ス
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

青
森
市
八
重
田
四
丁
目
二
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
四
月
一
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

雑

報
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
丁
目
三
二

の
一
三

代
表
取
締
役

曲
渕
恵
美
子

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
丁
目
三
二

の
一
三

代
表
取
締
役

指
田
努

平
成

�	･

�
･

��

� �
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宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
合
格
者

平
成
十
六
年
十
月
十
七
日
実
施
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
知
事
の
委
任
に
係
る
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試

験
に
合
格
し
た
者
の
氏
名
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

合
格
者
は
五
十
問
中
三
十
二
問
以
上
正
解
の
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
者
は
四
十
五
問
中
二
十
七
問
以
上
正
解
の
者

と
す
る
。
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十
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年
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一
日
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正
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理
事
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